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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人

日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を

添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改

正した日本産業規格である。これによって，JIS Z 6018:2015 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本産業規格          JIS 
 Z 6018：2021 
 (ISO 11506：2017) 

文書管理アプリケーション－ 

電子データのアーカイビング－ 

コンピュータアウトプットマイクロフォーム 

（COM）／コンピュータアウトプット 

レーザディスク（COLD）による長期保存方法 

Document management applications-Archiving of electronic data- 

Computer output microform (COM)/Computer output laser disc (COLD) 

 
序文 

この規格は，2017 年に第 2 版として発行された ISO 11506 を基とし，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，データの証拠価値を守り，長期の完全性，アクセス性，利用性及び信頼性を確保するため

に電子データを長期保存する方法について規定する。 

この規格で長期（long-term）とは，1 世紀以上の期間保存できることをいう（JIS Z 6009 参照）。 

この規格は，改ざんが困難な記録であり，かつ，長期保存媒体としての品質が証明されている，薬液処

理の白黒マイクロフォームに適用する。選択理由は，この処理による記録は改ざんできず，長期保存媒体

としてのマイクロフォームの品質が証明済みのためである。 

この規格は，単一の作成ユニットによって，同一のデータからコンピュータアウトプットマイクロフォ

ーム（COM）及びコンピュータアウトプットレーザディスク（COLD）に出力する並行記録のための手順

についても規定する。 

この規格は，白黒画像として表現されるテキスト及び二次元グラフィックデータのような多くの異なる

形態の電子データに適用する。 

 

次のデータは，この規格の適用対象とはしない。 

－ 動画又は音声データ 


